
JP 2013-158372 A 2013.8.19

10

(57)【要約】
【課題】被検体のＸ線造影画像データ及びＸ線透視画像
データを用いて、より良好な画質で合成画像を表示させ
ることである。
【解決手段】実施形態に係る医用画像処理装置は、Ｘ線
画像取得手段、マーカ検出手段、造影画像生成手段及び
表示画像生成手段を備える。Ｘ線画像取得手段は、Ｘ線
造影画像データ及びＸ線透視画像データを取得する。マ
ーカ検出手段は、前記Ｘ線造影画像データ、又は前記Ｘ
線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データからデバ
イスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出する。
造影画像生成手段は、前記マーカの複数の位置が同一と
みなせる位置となるようにする動き補正を伴って合成用
のＸ線造影画像データを生成する。表示画像生成手段は
、前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像
データとを合成することによって表示用のＸ線画像デー
タを生成する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視画像データを取得するＸ線画像取得手段と、
　前記Ｘ線造影画像データ、又は前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データか
らデバイスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出するマーカ検出手段と、
　前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるようにする動き補正を伴って合成
用のＸ線造影画像データを生成する造影画像生成手段と、
　前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データとを合成することによって
表示用のＸ線画像データを生成する表示画像生成手段と、
を備える医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記マーカ検出手段は、複数フレーム分のＸ線造影画像データ上における前記マーカの
複数の位置を検出するように構成され、
　前記造影画像生成手段は、前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるように
前記複数フレーム分のＸ線造影画像データの動き補正を行い、前記動き補正後における前
記複数フレーム分のＸ線造影画像データに基づいて前記合成用のＸ線造影画像データを生
成するように構成される請求項１記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記マーカ検出手段は、前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データからそれ
ぞれ前記マーカの位置を検出するように構成され、
　前記造影画像生成手段は、前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるように
前記Ｘ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データとの間における動き補正を伴って前記
合成用のＸ線造影画像データを生成するように構成される請求項１又は２記載の医用画像
処理装置。
【請求項４】
　前記マーカ検出手段は、前記デバイスの操作期間よりも前に収集されたフレームに対応
するＸ線透視画像データから前記マーカの位置を検出するように構成される請求項１又は
３記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記Ｘ線画像取得手段は、ライブ像データとして順次収集される複数フレーム分のＸ線
透視画像データをリアルタイムに取得するように構成される請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の医用画像処理装置。
【請求項６】
　Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視画像データを取得するステップと、
　前記Ｘ線造影画像データ、又は前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データか
らデバイスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出するステップと、
　前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるようにする動き補正を伴って合成
用のＸ線造影画像データを生成するステップと、
　前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データとを合成することによって
表示用のＸ線画像データを生成するステップと、
を有する医用画像処理方法。
【請求項７】
　Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視画像データを収集するＸ線画像収集手段と、
　前記Ｘ線造影画像データ、又は前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データか
らデバイスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出するマーカ検出手段と、
　前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるようにする動き補正を伴って合成
用のＸ線造影画像データを生成する造影画像生成手段と、
　前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データとを合成することによって
表示用のＸ線画像データを生成する表示画像生成手段と、
を備えるＸ線撮影装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像処理装置、医用画像処理方法及びＸ線撮影装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カテーテルを用いた大動脈弁置換(TAVI: Trans-catheter Aortic Valve Implant
ation或いはTAVR: Trans-catheter Aortic Valve Replacement)が注目されている。TAVI
における手技は、Ｘ線撮影装置を備えた手術室で行われる。すなわち、TAVIは、Ｘ線撮影
装置によりリアルタイムに収集されるＸ線透視画像を観察しながら被検体の心臓内に人工
弁を留置する技術である。
【０００３】
　TAVIでは、Ｘ線透視画像を参照しながら人工弁を正確な位置に留置することが重要であ
る。具体的には、人工弁の下端が本来の弁の底よりも下側となり、人工弁の上端が本来の
弁のLeaflet先端よりも上でかつ冠動脈(Coronary)よりも下となるように人工弁を留置す
ることが目標となる。
【０００４】
　そこで、このようなTAVIを支援する技術として、Ｘ線撮影装置により被検体のロードマ
ップ画像を表示させる技術が提案されている。ロードマップ画像は、予め収集された血管
のＸ線造影画像に、リアルタイム収集されるＸ線透視画像を重畳表示させたものである。
【０００５】
　一般に、TAVIでは、人工弁の留置に先立って造影剤が血管に注入される。そして、血管
が黒く染まったＸ線造影画像が収集される。次に、血管のガイドワイヤ等のデバイスが挿
入された状態でＸ線透視画像がライブ像としてリアルタイム収集される。このＸ線透視画
像ではデバイスを確認することはできるが血管を視認することが困難である。
【０００６】
　そこで、Ｘ線造影画像をマスク像とし、マスク像とライブ像との間における差分処理に
よってマスク像とライブ像とを合成したロードマップ画像を生成及び表示させることがで
きる。このため、医師はロードマップ画像上の造影血管像を参照しながらデバイスを操作
して人工弁の留置を行うことができる。
【０００７】
　尚、ロードマップ画像には、二次元(2D: two dimensional)ロードマップ画像及び三次
元(3D: three dimensional)ロードマップ画像が存在する。2Dロードマップ画像は、2Dの
データ収集を行って2Dの中間画像を生成し、2D画像として表示される画像である。一方、
3Dロードマップ画像は、2Dのデータ収集を行って3Dの中間画像を生成し、2D画像として表
示される画像である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－１６０９７８号公報
【特許文献２】特開２０１１－４９６６号公報
【特許文献３】特開２０１０－１３１３７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　TAVIのための撮影に代表されるように、ロードマップ画像を生成する場合には、より適
切なマスク像を生成し、良好な画質で画像を表示させることが重要である。尚、ロードマ
ップ画像は、Ｘ線撮影装置に備えられる画像処理機能によって生成することができるが、
Ｘ線撮影装置に接続される医用画像処理装置においても生成することができる。
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【００１０】
　そこで、本発明は、被検体のＸ線造影画像データ及びＸ線透視画像データを用いて、よ
り良好な画質で合成画像を表示させることが可能な医用画像処理装置、医用画像処理方法
及びＸ線撮影装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態に係る医用画像処理装置は、Ｘ線画像取得手段、マーカ検出手段、造
影画像生成手段及び表示画像生成手段を備える。Ｘ線画像取得手段は、Ｘ線造影画像デー
タ及びＸ線透視画像データを取得する。マーカ検出手段は、前記Ｘ線造影画像データ、又
は前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データからデバイスに取り付けられたマ
ーカの複数の位置を検出する。造影画像生成手段は、前記マーカの複数の位置が同一とみ
なせる位置となるようにする動き補正を伴って合成用のＸ線造影画像データを生成する。
表示画像生成手段は、前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データとを合
成することによって表示用のＸ線画像データを生成する。
　また、本発明の実施形態に係る医用画像処理方法は、Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視
画像データを取得するステップと、前記Ｘ線造影画像データ、又は前記Ｘ線造影画像デー
タ及び前記Ｘ線透視画像データからデバイスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出
するステップと、前記マーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるようにする動き補
正を伴って合成用のＸ線造影画像データを生成するステップと、前記合成用のＸ線造影画
像データと前記Ｘ線透視画像データとを合成することによって表示用のＸ線画像データを
生成するステップとを有する。
　また、本発明の実施形態に係るＸ線撮影装置は、Ｘ線画像収集手段、Ｘ線画像収集手段
、造影画像生成手段及び表示画像生成手段を備える。Ｘ線画像収集手段は、Ｘ線造影画像
データ及びＸ線透視画像データを収集する。マーカ検出手段は、前記Ｘ線造影画像データ
、又は前記Ｘ線造影画像データ及び前記Ｘ線透視画像データからデバイスに取り付けられ
たマーカの複数の位置を検出する。造影画像生成手段は、前記マーカの複数の位置が同一
とみなせる位置となるようにする動き補正を伴って合成用のＸ線造影画像データを生成す
る。表示画像生成手段は、前記合成用のＸ線造影画像データと前記Ｘ線透視画像データと
を合成することによって表示用のＸ線画像データを生成する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係るＸ線撮影装置及び医用画像処理装置の構成図。
【図２】図１に示すＸ線撮影装置を用いたTAVIにおける人工弁の留置位置を示す図。
【図３】図１に示すＸ線撮影装置を用いてTAVIを行う際の流れを示すフローチャート。
【図４】図４は、図１に示すＸ線撮影装置におけるロードマップ画像データの生成方法を
説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態に係る医用画像処理装置、医用画像処理方法及びＸ線撮影装置につい
て添付図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は本発明の実施形態に係るＸ線撮影装置及び医用画像処理装置の構成図である。
【００１５】
　Ｘ線撮影装置１は、撮影系２、制御系３及びデータ処理系４を備えている。撮影系２は
、Ｘ線照射部５、Ｘ線検出器６、駆動機構７及び寝台８を有する。制御系３は、高電圧発
生装置９及び撮影位置制御装置１０を有する。
【００１６】
　Ｘ線照射部５は、Ｘ線管を備え、寝台８にセットされた被検体Ｏを挟んでＸ線検出器６
と対向配置される。Ｘ線照射部５及びＸ線検出器６は、駆動機構７の駆動によって相対位
置を維持しながら被検体Ｏに対する角度及び相対位置を変えることができる。具体的には
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、回転機能を備えたＣ型アームの両端にＸ線照射部５及びＸ線検出器６が固定される。そ
して、Ｘ線照射部５は、Ｘ線管により被検体Ｏに向けて所定の角度からＸ線を照射し、被
検体Ｏを透過したＸ線をＸ線検出器６で検出できるように構成される。
【００１７】
　また、寝台８の天板の傾斜及び位置を駆動機構７によって調整することができる。Ｘ線
照射部５及びＸ線検出器６の被検体Ｏに対する角度を調整するのみならず、天板の角度を
調整することによっても、被検体Ｏに対するＸ線の照射方向を変えることができる。
【００１８】
　更に、寝台８にセットされた被検体Ｏの近傍には、被検体Ｏに造影剤を注入するための
造影剤注入装置１１が設けられる。
【００１９】
　制御系３の高電圧発生装置９は、Ｘ線照射部５のＸ線管に高電圧を印加することによっ
て、所望のエネルギを有するＸ線を被検体Ｏに向けて照射させる装置である。撮影位置制
御装置１０は、駆動機構７に制御信号を出力して制御する装置である。すなわち、Ｘ線照
射部５及びＸ線検出器６の回転角度及び位置並びに寝台８の天板の傾斜及び位置は、撮影
位置制御装置１０から駆動機構７に出力される制御信号によって制御される。
【００２０】
　データ処理系４は、入力装置１２、表示装置１３、A/D(analog to digital)変換器１４
及びコンピュータ１５を有する。コンピュータ１５は、プログラムを実行することにより
医用画像処理装置１５として機能する。すなわち、Ｘ線撮影装置１には、医用画像処理装
置１５が内蔵される。但し、同様な機能を有する独立した医用画像処理装置を、ネットワ
ークを介してＸ線撮影装置１に接続するようにしても良い。また、Ｘ線撮影装置１に内蔵
される医用画像処理装置１５又はＸ線撮影装置１とネットワークを介して接続される医用
画像処理装置を構成するために回路を用いてもよい。
【００２１】
　医用画像処理装置１５は、Ｘ線画像生成部１６、マーカ検出部１７、マスク画像生成部
１８、ロードマップ画像生成部１９及び表示処理部２０を有する。また、マスク画像生成
部１８は、マーカ基準動き補正部１８Ａを有する。
【００２２】
　Ｘ線画像生成部１６は、Ｘ線検出器６からA/D変換器１４を通じてデジタル化されたＸ
線検出データを取り込んで、データ処理を行うことにより2D又は3DのＸ線画像データを生
成する機能を有する。従って、被検体Ｏに造影剤が注入された状態で収集されたＸ線検出
データに基づいてＸ線画像データを生成すれば、2D又は3DのＸ線造影画像データが得られ
る。また、造影剤を注入せずに透視モードにおいて収集されたＸ線検出データに基づいて
Ｘ線画像データを生成すれば、2D又は3DのＸ線透視画像データが得られる。また、透視モ
ードでは、Ｘ線検出データに基づいてリアルタイムにＸ線透視画像データを生成すること
によってライブ像データを生成することができる。
【００２３】
　従って、Ｘ線画像生成部１６が撮影系２及び制御系３と協働することにより、Ｘ線撮影
装置１にはＸ線造影画像データ及びＸ線透視画像データ等のＸ線画像データを収集するＸ
線画像収集手段としての機能が備えられる。
【００２４】
　マーカ検出部１７は、Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視画像データ等のＸ線画像データ
を取得するＸ線画像取得手段としての機能と、被検体Ｏに挿入されたデバイスに取り付け
られたマーカの位置をＸ線画像データから検出するマーカ検出手段としての機能を有する
。マーカの検出方法としては、画素値に対する閾値処理等の任意の画像処理が挙げられる
。
【００２５】
　Ｘ線撮影装置１を用いてTAVIを行う場合には、被検体Ｏの心臓内にカテーテル及び人工
弁が挿入される。カテーテルは、大動脈弁付近に造影剤を注入するために挿入される。そ
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して、TAVIにおいては、Ｘ線画像を観察しながら大動脈弁の位置に人工弁を留置すること
が手技内容となる。
【００２６】
　図２は、図１に示すＸ線撮影装置１を用いたTAVIにおける人工弁の留置位置を示す図で
ある。
【００２７】
　図２に示すように、心臓３０の左室(LV: left ventricle)３１から大動脈３２への血液
の流出路には、大動脈弁３３が存在する。大動脈弁３３の置換術では、点線で示す本来の
大動脈弁３３の位置に人工弁３５を留置することが手技内容となる。より具体的には、人
工弁３５の下端が大動脈弁３３の底よりも下側となり、人工弁３５の上端が大動脈弁３３
のLeaflet先端よりも上でかつ冠動脈よりも下となるように人工弁３５を留置することが
目標となる。
【００２８】
　しかしながらＸ線透視画像には、人工弁３５やカテーテル等のデバイスが描出されるが
、心臓３０及び大動脈３２が描出されない。そこで、人工弁３５の留置に先だってカテー
テルが大動脈３２付近に挿入され、造影剤注入装置１１から造影剤が注入される。そして
、造影剤が注入された状態で心臓３０の撮影を行うことにより血管が黒く染まったＸ線造
影画像が収集される。これにより医師は、大動脈弁３３の位置を把握することができる。
【００２９】
　また、人工弁３５及びカテーテル等のデバイスには、Ｘ線撮影用のマーカ３４を取り付
けることができる。従って、Ｘ線造影画像又はＸ線透視画像を収集すると、デバイスに取
り付けられたマーカ３４が明瞭に描出される。尚、図２には、２つのマーカ３４を取付け
た人工弁３５が表示されている。
【００３０】
　マーカは、撮像部位周辺に存在する基準物質よりも高いCT値を呈する物質で構成するこ
とができる。例えば、骨のCT値よりも高いCT値を有する材料によってマーカを構成するこ
とが実用的である。
【００３１】
　人工弁の留置対象となる大動脈は、拍動によって動く。従って、大動脈弁付近に挿入さ
れた人工弁及びカテーテルも大動脈とともに動くこととなる。このため、複数のＸ線画像
データを順次収集すると、各Ｘ線画像データ上におけるデバイスの位置は拍動による動き
の影響を受けて互いに異なる位置となる。
【００３２】
　そこで、マーカ検出部１７は、異なるタイミングで収集された複数のＸ線画像データ上
におけるデバイスのマーカの複数の位置を動き補正用に検出するように構成される。すな
わち、マーカ検出部１７は、Ｘ線造影画像データ又はＸ線造影画像データ及びＸ線透視画
像データからデバイスに取り付けられたマーカの複数の位置を検出する機能を有している
。
【００３３】
　上述したようにTAVIでは人工弁の留置に先だって単一フレーム分又は複数フレーム分の
Ｘ線造影画像データが収集される。そして、人工弁の留置を行う際には、複数フレーム分
のＸ線透視画像データがライブ像データとして順次リアルタイム収集される。
【００３４】
　従って、マーカ検出部１７が、複数フレーム分のＸ線造影画像データを取得した場合に
は、複数フレーム分のＸ線造影画像データ上におけるマーカの複数の位置を検出する。ま
た、マーカ検出部１７が、ライブ像データとして順次収集される複数フレーム分のＸ線透
視画像データをリアルタイムに取得した場合には、マーカ検出部１７は、デバイスとして
の人工弁の操作期間よりも前に収集された単一のフレームに対応するＸ線透視画像データ
からマーカの位置を検出するように構成される。
【００３５】
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　典型的には、最初のフレームに対応するＸ線透視画像データからマーカの位置が検出さ
れる。但し、心臓にペースメーカーを挿入して、200 beat per minutes程度で高速拍動さ
せるペーシング(pacing)を行う場合には、ペーシング開始後における最初のフレームに対
応するＸ線透視画像データからマーカの位置を検出することが好適である。
【００３６】
　また、マーカ検出部１７は、Ｘ線透視画像データからマーカの位置を検出する場合には
、少なくとも１フレーム分のＸ線造影画像データからもマーカの位置を検出するように構
成される。すなわち、マーカ検出部１７は、Ｘ線造影画像データ及びＸ線透視画像データ
からそれぞれマーカの位置を検出するように構成される。
【００３７】
　マスク画像生成部１８は、Ｘ線画像生成部１６において生成された単一フレーム分又は
複数フレーム分のＸ線造影画像データに基づいてＸ線透視画像データへの合成用のＸ線造
影画像データを生成する造影画像生成手段としての機能を有する。典型的には、合成用の
Ｘ線造影画像データとＸ線透視画像データとの間における差分処理によって、Ｘ線透視画
像データに合成用のＸ線造影画像データが合成される。従って、ここでは、Ｘ線透視画像
データへの合成用のＸ線造影画像データを、マスク画像データと称する。
【００３８】
　マスク画像生成部１８のマーカ基準動き補正部１８Ａは、マーカ検出部１７により検出
されたマーカの複数の位置が同一とみなせる位置となるようにするＸ線画像データ間にお
ける動き補正を行う機能を有する。従って、動き補正処理は、マーカに固定された座標系
に複数のＸ線画像データの座標系を変換する座標変換処理を含む処理となる。
【００３９】
　より具体的には、Ｘ線画像生成部１６において複数フレーム分のＸ線造影画像データが
マスク画像データの生成用に生成され、かつマーカ検出部１７により複数フレーム分のＸ
線造影画像データ上におけるマーカの複数の位置が検出されている場合には、マーカ基準
動き補正部１８Ａは、複数フレーム分のＸ線造影画像データ上におけるマーカの複数の位
置が同一とみなせる位置となるように複数フレーム分のＸ線造影画像データの動き補正を
行うように構成される。この場合、マスク画像生成部１８は、動き補正後における複数フ
レーム分のＸ線造影画像データに基づいて１フレーム分のマスク画像データを生成するよ
うに構成される。
【００４０】
　複数フレーム分のＸ線造影画像データに基づいて１フレーム分のマスク画像データを生
成するための画像処理としては、最小値投影処理(MinIP: Minimum intensity projection
)等の投影処理を用いることができる。
【００４１】
　また、マーカ基準動き補正部１８Ａは、マーカの複数の位置が同一とみなせる位置とな
るようにＸ線造影画像データとＸ線透視画像データとの間における動き補正を行う機能を
有する。従って、複数フレーム分のＸ線造影画像データが収集された場合には、投影処理
等の画像処理によって１フレーム分のＸ線造影画像データを生成し、１フレーム分のＸ線
造影画像データと予め指定された１フレーム分のＸ線透視画像データとの間において動き
補正を行うことが実用的である。この場合、マスク画像生成部１８は、動き補正後におけ
る１フレーム分のＸ線造影画像データをマスク画像データとするように構成される。
【００４２】
　一方、１フレーム分のＸ線造影画像データが収集された場合には、収集された１フレー
ム分のＸ線造影画像データと予め指定された１フレーム分のＸ線透視画像データとの間に
おいて動き補正が行われる。この場合にも、マスク画像生成部１８は、動き補正後におけ
る１フレーム分のＸ線造影画像データをマスク画像データとするように構成される。
【００４３】
　ロードマップ画像生成部１９は、マスク画像生成部１８において生成されたマスク画像
データとライブ画像データとして順次リアルタイムに収集されるＸ線透視画像データとを
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合成することによって表示用の2DＸ線画像データとしてロードマップ画像データを生成す
る表示画像生成手段としての機能を有する。
【００４４】
　表示処理部２０は、ロードマップ画像生成部１９において生成されたロードマップ画像
データ及びＸ線画像生成部１６等の医用画像処理装置１５における構成要素において生成
されたＸ線画像データを表示装置１３に出力する機能を有する。この際、表示処理部２０
は、表示対象となるＸ線画像データに対して2D化処理等の必要な表示処理を施すように構
成される。
【００４５】
　次にＸ線撮影装置１の動作および作用について説明する。
【００４６】
　図３は、図１に示すＸ線撮影装置１を用いてTAVIを行う際の流れを示すフローチャート
である。また、図４は、図１に示すＸ線撮影装置１におけるロードマップ画像データの生
成方法を説明する図である。
【００４７】
　まず、寝台８の天板に被検体Ｏがセットされる。そして、撮影位置制御装置１０からの
制御信号によって駆動機構７が駆動する。これにより、Ｘ線照射部５及びＸ線検出器６の
回転角度及び位置並びに寝台８の天板の傾斜及び位置が心臓の撮影に合わせて調整される
。
【００４８】
　続いて、TAVIに先だって参照されるバルーン像等のＸ線画像が必要に応じて収集及び表
示される。また、カテーテル及び人工弁が被検体Ｏの大動脈弁付近まで挿入される。挿入
されるカテーテル及び人工弁の少なくとも一方には、予めマーカが取り付けられる。
【００４９】
　次に、ステップＳ１において、Ｘ線造影画像データが収集される。そのために、ペーシ
ング及び造影剤の注入が実行される。一般的には図４の上部に示すチャートのように、撮
影開始後にペーシングが開始される。
【００５０】
　このペーシングは、大動脈弁の拡張を行う際に実施される。ペーシングが行われると心
臓の吐出機能が一時的に制限される。このため、大動脈弁の近傍における圧力の格差が概
ね無くなる。この結果、大動脈弁を拡張する際に人工弁等のデバイスが下流に流されると
いう事態を回避することができる。尚、ペーシング中であっても心臓は僅かに動く。
【００５１】
　更に、ペーシング後に造影剤注入装置１１からカテーテルを介して造影剤が注入される
。そして、造影剤注入期間中の点線で示す各タイミングにおいて収集されるＸ線画像デー
タがＸ線造影画像データIc1, Ic2, Ic3, ..., Iceとして取得される。
【００５２】
　Ｘ線画像データの収集は、制御系３による制御下における撮影系２の動作及びデータ処
理系４におけるデータ処理によって実行される。具体的には、高電圧発生装置９からＸ線
照射部５のＸ線管に高電圧が印加される。このため、Ｘ線照射部５からＸ線が被検体Ｏの
心臓を含む撮影領域に向けて曝射される。そして、被検体Ｏを透過したＸ線がＸ線検出器
６で検出される。
【００５３】
　そうするとＸ線検出器６からＸ線検出信号がA/D変換器１４を介して医用画像処理装置
１５に出力される。これにより、医用画像処理装置１５のＸ線画像生成部１６において、
デジタル化されたＸ線検出データが取得される。そして、Ｘ線画像生成部１６は、Ｘ線検
出データに対する公知のデータ処理を行うことによって2D又は3DのＸ線画像データを生成
する。
【００５４】
　撮影期間において被検体Ｏには造影剤が注入されているため、Ｘ線画像データは、Ｘ線
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造影画像データとなる。従って、血管が黒く描出されたＸ線造影画像データが生成される
。このＸ線造影画像データには、マーカが取り付けられたカテーテル及び人工弁も描出さ
れる。
【００５５】
　Ｘ線造影画像データは、大動脈等の形態の確認を目的とする他、ロードマップ画像デー
タを生成するためのマスク画像データの生成のために収集される。マスク画像データは、
単一又は複数フレーム分のＸ線造影画像データに基づいて生成することができる。
【００５６】
　すなわち、１フレーム分のＸ線造影画像データを収集し、収集したＸ線造影画像データ
をマスク画像データとして用いることができる。或いは、複数のフレーム分のＸ線造影画
像データを収集し、収集された複数のフレーム分のＸ線造影画像データから選択された１
フレームのＸ線造影画像データをマスク画像データとして用いることもできる。
【００５７】
　但し、複数のフレーム分のＸ線造影画像データを収集し、収集された複数のフレーム分
のＸ線造影画像データを用いて１フレーム分のマスク画像データを生成する方が、造影剤
の染影効果を良好に得る観点から望ましい。従って、図４に示すように、ここでは複数の
フレーム分のＸ線造影画像データを用いて１フレーム分のマスク画像データを生成する場
合を例に説明する。
【００５８】
　また、2Dロードマップ画像データの生成のために用いられるマスク画像データ等の中間
画像データは2Dであっても3Dであってもよい。
【００５９】
　複数フレーム分のＸ線造影画像データが収集される場合には、各フレーム分のＸ線造影
画像データの収集時刻が互いに異なるため、拍動の影響を受ける。すなわち、拍動によっ
て大動脈が動き、大動脈の動きの影響を受けて人工弁及びカテーテルも動くこととなる。
従って、各フレームに対応するＸ線造影画像データにおいて人工弁及びカテーテルに取り
付けられたマーカの位置は、拍動の影響を受けて互いに異なる位置となる。
【００６０】
　次に、ステップＳ２において、マーカ検出部１７がＸ線造影画像データを取得し、Ｘ線
造影画像データ上におけるマーカの位置を検出する。マーカの位置は、画素値に対する閾
値処理等の任意の画像処理によって行うことができる。
【００６１】
　Ｘ線造影画像データの収集期間においてマーカが取り付けられたカテーテル及び人工弁
等のデバイスは、大動脈弁付近に挿入されている。従って、カテーテル及び人工弁等のデ
バイスは、拍動の影響を受けて大動脈と同期して動いている。このため、カテーテル及び
人工弁並びにマーカの動きは、大動脈の動きと同等であるとみなすことができる。従って
、マーカの位置の検出によって、大動脈の動きを間接的に取得することができる。
【００６２】
　尚、骨等の構造物もＸ線造影画像データに描出されるが、大動脈とは同期せずに動くこ
とになる。
【００６３】
　次に、ステップＳ３において、Ｘ線造影画像データ間におけるマーカの位置を基準とす
る動き補正が実施される。具体的には、マスク画像生成部１８のマーカ基準動き補正部１
８Ａは、マーカ検出部１７により検出されたマーカの複数の位置が同一とみなせる位置と
なるようにするＸ線造影画像データ間における動き補正を行う。
【００６４】
　これにより、マーカが静止した時系列のＸ線造影画像データが生成される。マーカは上
述したように大動脈と同等の動きを有するため、動き補正後におけるＸ線造影画像データ
は、大動脈が略静止した時系列のＸ線造影画像データとなる。
【００６５】
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　次に、ステップＳ４において、マスク画像生成部１８は、MinIP処理等により複数のフ
レーム分のＸ線造影画像データからマスク画像データを生成する。生成されるマスク画像
データは、図４に示すように単一フレーム分のＸ線造影画像データIcとなる。
【００６６】
　MinIP処理が実行される場合には、複数のフレーム分のＸ線造影画像データの最小値が
画素値となった画像データが得られる。このため、シャープなマスク画像データを生成す
ることができる。加えて、各フレームのＸ線造影画像データにおいて造影剤による染影具
合が均一でない場合であっても、複数フレームのＸ線造影画像データのMinIP画像データ
を生成することによって造影剤による染影具合の均一性を改善することができる。この結
果、ロードマップ画像データの生成に適したマスク画像データを生成することができる。
【００６７】
　必要なフレーム数のＸ線造影画像データが収集されると、造影剤の注入及びペーシング
が停止される。そして、造影撮影が終了すると、医師は、人工弁の留置に取り掛かること
が可能となる。そのために、通常は、30秒から数分後にＸ線透視画像データの収集が開始
される。
【００６８】
　次に、ステップＳ５において、予め決められた所定時刻までのＸ線透視画像データが収
集される。そのためにＸ線透視画像データの収集及びペーシングが開始される。Ｘ線透視
画像データの収集の流れは、Ｘ線造影画像データの収集の流れと同様である。
【００６９】
　所定フレームまでのＸ線透視画像データが収集されるまでは、医師は、人工弁を動かさ
ずに待機する。従って、最初のフレームに対応するＸ線透視画像データが収集される時刻
を所定の時刻とすれば、医師の待機時間は30秒から数分程度となるため手技への影響を極
力低減することができる。但し、ペーシング開始後のフレームに対応するＸ線透視画像デ
ータが収集される時刻を所定の時刻とすることが重要である。
【００７０】
　図４は、少なくともペーシング後における最初のフレームに対応するＸ線透視画像デー
タIp1が収集するまでを人工弁を動かさない期間とした例を示している。
【００７１】
　次に、ステップＳ６において、マーカ検出部１７が、予め決められた所定時刻における
Ｘ線透視画像データを取得し、Ｘ線透視画像データ上のマーカの位置を検出する。図４に
示す例では、第１フレームのＸ線透視画像データIp1上におけるマーカの位置が検出され
る。
【００７２】
　次に、ステップＳ７において、マーカ基準動き補正部１８Ａは、ステップＳ４において
生成されたマスク画像データのマーカ位置を基準とする動き補正を実施する。すなわち、
造影撮影と透視撮影との間には30秒から数分程度の間隔がある。このため、被検体Ｏに呼
吸性や体動による動きが生じる。この結果、マスク画像データとＸ線透視画像データとの
間に無視できない位置ずれが生じる恐れがある。
【００７３】
　そこで、第１フレーム等の所定フレームに対応するＸ線透視画像データから検出された
マーカの位置とマスク画像データ上におけるマーカの位置とが互いに同じ位置となるよう
に、マーカ基準でマスク画像データが補正される。尚、Ｘ線透視画像データを補正するよ
うにしてもよい。これにより、造影撮影と透視撮影との間における呼吸性やその他の要因
による動きについて補正することができる。
【００７４】
　そして、図４に示すように動き補正後におけるマスク画像データImをロードマップ画像
データの生成用の画像データとして用いることができる。
【００７５】
　次に、ステップＳ８において、ロードマップ画像生成部１９は、マスク画像データとＸ
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線透視画像データとを合成することによって表示用の2Dロードマップ画像データを生成す
る。すなわち、図４に示すように動き補正後におけるマスク画像データImと第１フレーム
に対応するＸ線透視画像データIp1とのサブトラクション処理によって第１フレームに対
応するロードマップ画像データIr1が生成される。
【００７６】
　次に、ステップＳ９において、ロードマップ画像生成部１９は、生成したロードマップ
画像データを表示装置１３に出力させる。この結果、表示装置１３には、第１フレームの
ロードマップ画像が表示される。
【００７７】
　このロードマップ画像は、Ｘ線造影画像とＸ線透視画像との合成画像であるから、造影
された大動脈及び人工弁が描出されている。このため、医師はロードマップ画像を参照し
て人工弁の留置作業を行うことが可能となる。
【００７８】
　人工弁の留置は、人工弁を移動させて留置位置を確定し、確定した留置位置において人
工弁を拡張することによって行われる。従って、人工弁の留置の際には、人工弁及びマー
カが大動脈に対して動くこととなる。このため、人工弁の移動開始後におけるマーカの位
置を基準とする動き補正を行うことはできない。
【００７９】
　そこで、Ｘ線透視画像の撮影の際には、上述したように人工弁の移動開始前に収集され
る所定のフレームに対応するＸ線透視画像データから検出されたマーカの位置を基準とす
る動き補正が実施される。尚、人工弁の移動開始前に収集される複数のフレームに対応す
るＸ線透視画像データから検出されたマーカの複数の位置の代表値を用いてマスク画像デ
ータの動き補正を実行するようにしてもよい。
【００８０】
　逆に、マスク画像データの動き補正用のＸ線透視画像が収集された後は、人工弁を移動
させることが可能となる。そして、ステップＳ１０における撮影が終了したか否かの判定
において、撮影が終了したと判定されるまでステップＳ１１におけるＸ線透視画像データ
の収集、ステップＳ１２におけるロードマップ画像データの生成及びステップＳ３におけ
るロードマップ画像の表示が繰り返される。
【００８１】
　この結果、図４に示すようにライブ画像データとして収集された時系列のＸ線透視画像
データIp1, Ip2, Ip3, ..., Ipeからマスク画像データImを減算することによって時系列
のロードマップ画像データIr1, Ir2, Ir3, ..., Ireが生成される。
【００８２】
　このため、医師は、最初のＸ線透視画像データIp1に対応するロードマップ画像を確認
した後、その後のロードマップ画像を参照しながら人工弁の移動及び拡張を行って所定の
位置に留置することができる。尚、実際には、図４に示すように最初の数フレーム分のＸ
線透視画像データの収集後に医師が人工弁を操作するようにしてもよい。
【００８３】
　人工弁の留置が完了すると、撮影終了の指示が制御系３に入力される。そうすると、ス
テップＳ１０における判定において、Ｘ線撮影装置１は撮影が終了したと判定する。この
ため、ステップＳ１２においてＸ線撮影装置１は撮影を終了させる。
【００８４】
　尚、上述の例において、Ｘ線造影画像データの収集期間及びＸ線透視画像データの収集
期間の一方又は双方におけるペーシングを省略してもよい。
【００８５】
　つまり以上のような、Ｘ線撮影装置１は、大動脈弁の近傍に挿入された人工弁等のデバ
イスに取り付けられたマーカを基準として利用することによって画像間における動き補正
を実行するようにしたものである。
【００８６】
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　このため、Ｘ線撮影装置１によれば、ロードマップ画像データの生成のために用いられ
るマスク画像データを良好な精度で生成することができる。従来、ロードマップ画像デー
タは、特定の臓器の治療のために利用されている。ロードマップ画像データの生成のため
には、連続的に収集した複数フレーム分の画像データから１フレームの画像データをマス
ク画像データとして選択するか或いはMinIP処理によって単一フレームの画像データを作
成する必要がある。
【００８７】
　これに対して、TAVIにおいては、撮影対象となる大動脈が太くかつ血流が早いという特
徴を有する。このため、大動脈を均一に十分に染影するためには大量の造影剤が必要とな
る。しかし、実際には造影剤の消費を抑制するために十分かつ均一に大動脈が造影されな
い場合がある。しかも、大動脈は拍動のみならずペーシングの影響を受けて不規則に動く
という特有の性質を有する。このため、大動脈のマスク画像データを生成するために単に
MinIP処理を施すとボケが生じる。
【００８８】
　一方、Ｘ線撮影装置１によれば、大動脈と同期して動くマーカを利用してＸ線造影画像
データの動き補正を行うことができる。このため、複数のＸ線造影画像データにMinIP処
理を行ってもボケの発生を抑制することができる。従って、複数の血管造影画像から造影
剤によって十分かつ均一に染影されたシャープなマスク画像データを生成することができ
る。結果として、良好な画質のロードマップ画像データを生成して表示させることが可能
となる。
【００８９】
　加えて、TAVIの場合には、Ｘ線造影撮影とＸ線透視撮影との間において寝台８又は被検
体Ｏが移動する恐れがある。このため、マスク画像データとＸ線透視画像データ間におい
て位置ずれが発生する可能性が高い。一方、ロードマップ画像データを良好な画質で生成
するためには、撮影対象の位置を一定にすることが重要である。この結果、単にマスク画
像データとＸ線透視画像データとを合成すると不明瞭なロードマップ画像データが生成さ
れる恐れがある。
【００９０】
　これに対して、Ｘ線撮影装置１によれば、大動脈と同期して動くマーカを利用してマス
ク画像データとＸ線透視画像データとの間における位置ずれを補正することができる。こ
のため、一層良好な画質でロードマップ画像データを生成することができる。
【００９１】
　つまり、Ｘ線撮影装置１によれば、大動脈弁に代表されるように、従来困難とされてき
た動きを有する撮影対象についてのロードマップ画像データを良好な画質で生成及び表示
させることが可能となる。すなわち、被検体Ｏの動き、呼吸、心臓の動き、ペーシング、
デバイスの動き、寝台８の移動等の様々な要因によって動く臓器又は器官を対象としてロ
ードマップ画像データを良好な画質で生成及び表示させることができる。
【００９２】
　従って、上述の例では、大動脈弁の位置に人工弁を留置するTAVIを行うためにＸ線撮影
装置１が用いられる例を示したが、僧坊弁の弁置換術においても同様にＸ線撮影装置１を
用いたロードマップ画像データの生成及び表示が可能である。すなわち、拍動により動く
対象を撮影する場合において、上述したようなマーカ基準の動き補正を伴うロードマップ
画像データの生成を行うことができる。
【００９３】
　以上、特定の実施形態について記載したが、記載された実施形態は一例に過ぎず、発明
の範囲を限定するものではない。ここに記載された新規な方法及び装置は、様々な他の様
式で具現化することができる。また、ここに記載された方法及び装置の様式において、発
明の要旨から逸脱しない範囲で、種々の省略、置換及び変更を行うことができる。添付さ
れた請求の範囲及びその均等物は、発明の範囲及び要旨に包含されているものとして、そ
のような種々の様式及び変形例を含んでいる。
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【符号の説明】
【００９４】
１　Ｘ線撮影装置
２　撮影系
３　制御系
４　データ処理系
５　Ｘ線照射部
６　Ｘ線検出器
７　駆動機構
８　寝台
９　高電圧発生装置
１０　撮影位置制御装置
１１　造影剤注入装置
１２　入力装置
１３　表示装置
１４　A/D変換器
１５　医用画像処理装置（コンピュータ）
１６　Ｘ線画像生成部
１７　マーカ検出部
１８　マスク画像生成部
１８Ａ　マーカ基準動き補正部
１９　ロードマップ画像生成部
２０　表示処理部
３０　心臓
３１　左室(LV: left ventricle)
３２　大動脈
３３　大動脈弁
３４　マーカ
３５　人工弁
Ｏ　被検体
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